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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年７月２６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年８月２５日（木） ０６時０８分ごろ 

発生場所 長崎県新上五島
しんかみごとう

町青方
あおかた

港大曽
おおそ

防波堤西方沖 

 青方港大曽防波堤灯台から真方位２８９°２５０ｍ付近 

（概位 北緯３２°５８.９′ 東経１２９°０２.８′） 

事故調査の経過  平成２３年９月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第２栄進
えいしん

丸、２.６トン 

   ＮＳ３－６９７９２（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.３５ｍ（Lr）×２.５８ｍ×０.７８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数５０、昭和６３年１月８日 

Ｂ モーターボート ひかり丸、０.８６トン 

   ２９２－４７０８７長崎、個人所有 

   ３.６０ｍ（Lr）×１.４５ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、７.２８kＷ、昭和５５年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年１０月１４日 

免許証交付日 平成２１年１０月５日 

           （平成２７年６月２７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年８月２２日 

    免許証交付日 平成２０年２月１８日 

           （平成２５年１２月１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾ブルワーク上縁角部にＦＲＰの剥離を伴う亀裂及び擦過傷 

 事故の経過 

 

 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、新上五島町祝 言
しゅうげん

島北方沖の漁場を

発進して青方港に向けて帰途につき、船長Ａが操舵室右舷側の椅子に腰を

掛けて手動操舵により操船し、新上五島町中 通
なかどおり

島西岸に沿って約１２ノ

ット（kn）の速力で南進した。 

船長Ａは、船首方の中通島野首ノ鼻
のくびのはな

を見ながら南進し、南東方の青方港

奥に向けて左転する際、転針方向に他船を認めなかったので、他船はいな
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いものと思い、船首が浮上して船首方の見通しが悪くなっていたが、船首

を振って船首方の見張りを行うことをせず、青方港大曽防波堤南方沖に向

けて南東進中、平成２３年８月２５日０６時０８分ごろＡ船の左舷船首部

とＢ船の左舷船尾部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、０６時０５分ごろ青方港大曽防波堤西

方沖に着き、マストに赤旗を掲げて漂泊を開始した。 

船長Ｂは、船首が北東方を向いたＢ船の右舷船尾甲板に腰を掛け、左舷船

首方に釣り竿を出し、北方を向いて釣りを始めた。 

船長Ｂは、漂泊を開始したとき、Ｂ船の北西方に南進するＡ船を視認し、

その後、Ａ船が左転してＢ船に向けて南東進してきたが、漂泊開始時、別の

２隻の漁船がＢ船の沖側を通過して行ったので、Ａ船も沖側を通過するもの

と思って釣りを続けた。 

船長Ｂは、Ａ船が進路を沖側に変えず、速力も落とさずに接近してきたの

で、知り合いの船が近づいてきているのかと思ったが、至近まで接近したこ

とから、慌ててエンジンを始動して右舵をとったものの、０６時０８分ごろ

両船が衝突した。 

両船とも、損傷が軽微で航行に支障がなかったので、船長Ｂが海上保安

庁へ通報し、指示により青方港内の桟橋へ向かった。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

Ａ船は、約１２kn の速力で航走すると船首が浮上し、船首方の見通しが

悪くなるので、日頃は船首を振って船首方の見張りをしていた。 

船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、青方港大曽防波堤西方沖を南東進中、

船長Ａが、船首方に他船はいないと思い込み、船

首方の適切な見張りを行っていなかったことか

ら、船首方で漂泊中のＢ船に気付かずに航行し、

Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、青方港大曽防波堤西方沖で漂泊中、船

長Ｂが、接近するＡ船がＢ船を避けて通過するも

のと思い、釣りを続けていたことから、Ａ船と衝

突したものと考えられる。 

原因 本事故は、青方港大曽防波堤西方沖において、Ａ船が南東進中、Ｂ船が

漂泊中、船長Ａが船首方の適切な見張りを行っていなかったため、船首方

のＢ船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・船首浮上により前方の見通しが悪い場合は、前方の適切な見張りが行

えるような措置を講じ、他船を見落とさないようにすること。 

・漂泊中に他船が接近してきた場合、動向に注意し、早めに機関を始動

して回避できるようにしておくこと。  




